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内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
の
海
外
出
張
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
在
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
を
務
め
て
い
る
河
井
克
行
補
佐
官
は
、
今
年
に
入
っ
て
か
ら
だ
け
で
も
既
に
四
回
海
外
出
張

を
し
て
い
ま
す
。
内
閣
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
と
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
の
職
務
は
、
「
内
閣
総
理
大
臣
の

命
を
受
け
、
国
家
と
し
て
戦
略
的
に
推
進
す
べ
き
基
本
的
な
施
策
そ
の
他
の
内
閣
の
重
要
政
策
の
う
ち
特
定
の
も
の
に
係
る
内

閣
総
理
大
臣
の
行
う
企
画
及
び
立
案
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
を
補
佐
す
る
。
」
と
な
っ
て
お
り
、
外
国
と
の
協
議
や
交
渉

な
ど
は
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
の
職
務
に
は
該
当
し
な
い
と
考
え
ま
す
。

以
下
、
質
問
し
ま
す
。

一

海
外
出
張
が
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
の
職
務
に
該
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
的
根
拠
を
示
し
て
く
だ
さ
い
。

二

海
外
出
張
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
外
交
を
所
掌
し
て
い
る
外
務
省
や
、
安
全
保
障
を
所
掌
す
る
防
衛
省
の
政
務
三
役
な
ど
が

行
う
べ
き
職
務
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

三

内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
は
、
国
会
に
政
府
参
考
人
と
し
て
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
な
い
立
場
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
者
が
内

閣
総
理
大
臣
の
命
を
受
け
て
海
外
に
出
張
す
る
こ
と
は
国
会
軽
視
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

右
質
問
す
る
。


